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第１章  総  則 

 

（目 的） 

第１条 この規程は、就業規則の定めるところにより、正規の職員の給与に関する基

準および手続きを定めることを目的とする。 

（給与の原則） 

第２条 給与は、職員に割り当てられる職務の質ならびに職員の年齢、経験、勤務成

績および勤務条件により決定する。 

（適用範囲） 

第３条 この規程は、就業規則に定める正規の職員に適用する。ただし、労働基準法

第４１条に規定する者には、第１１条第１項、第２６条および第２７条の規定

は適用しない。 

（給与の種類） 

第４条 職員の給与は、賃金、賞与に分ける。 

（賃金の体系） 

第５条 職員の賃金は、基本給と手当とし、その細目は次のとおりとする。 

                   

 本     給 

         基 本 給     加     給 

 

 

賃   金              時間外勤務手当 

              休日勤務手当 

             深夜勤務手当 

             交替勤務手当 

   手   当     特別勤務手当  

                 管 理 職 手 当 

                 特 技 手 当 

                 家 族 手 当 

                 通 勤 手 当 

                 調 整 手 当 
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（賃金の支払および控除） 

第６条 賃金は、これを全額通貨で直接職員に支給する。ただし、次の各号に掲  

げるものは賃金から控除する。 

（１） 社会保険料など法令で定められた保険料 

（２） 法人の支給する賃金にかかる所得税および地方税 

（３） 賃金から控除することについて、労働組合または職員の過半数を代表す

るものとの間で書面によって協定されたもの 

２ 前項本文の規定にかかわらず、本人の同意を得た場合は、本人が指定する

銀行その他の金融機関の本人名義の口座へ振り込むことができる 

（賃金の計算期間および支給日） 

第７条 賃金は当月１日から当月の末日までを一賃金計算期間とし、当月の末日   

    をもって締め切る。 

２ 賃金は、翌月１５日に支給する。ただし、支給の日が休日にあたるとき   

    は、その後日に繰り下げて支給する。 

（日割・時間割計算法） 

第８条 職員が賃金計算期間の中途において、採用または退職されたとき、もしく

は昇給、昇格などにより賃金の額に変更があったときは、特に定めるものの

ほか、日割または時間割計算により支給する。 

                       年間所定労働日数 

２. 日割計算とは、一賃金計算期間の労働日数を、  １２    とした 

日割による計算をいう。 

                        年間所定労働時間 

３. 時間割計算とは、一賃金計算期間の労働時間数を   １２   とし 

 た時間割による計算をいう。 

（端数処理） 

 第９条 時間外勤務、休日勤務等の勤務時間を算出する場合、一賃金計算期間の勤  

    務時間を合計し、それぞれに１時間未満の端数が生じたときは、３０分未満 

    はこれを切り捨て、３０分以上はこれを１時間に切り上げて計算する。 

２. 日割計算、時間割計算、時間外勤務手当等の額の算出に当たり、円位未満  

 の端数が生じたときは、その端数を切り上げて計算する。 
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（時間外勤務手当等の算定基礎額） 

第 10 条 勤務１時間当たりの時間外勤務手当等の算定基礎額は、家族手当、通勤手

当、調整手当、臨時に支払われる賃金および１ヶ月を越える期間ごとに支払

われる賃金を除いた一賃金計算期間に支給される賃金の合計額を、１ヶ月の

平均所定労働時間で除した額とする。 

（賃金の減額） 

第 11 条 職員が欠勤（遅刻、早退、私用外出を含む）したときは、その欠勤 1 日ま

たは 1 時間につき日割または時間割計算により算出した基本給の額を減額

して賃金を支給する。 

   ２. 前項に定めるもののほか、職員が継続しまたは断続して、１３日を越えて

欠勤した場合は、役職手当、特技手当、家族手当および調整手当については、

月額賃金の２分の１の額を減額して支給する。ただし、賃金計算のすべてに

わたって欠勤した場合には、いかなる賃金も支給しない。 

（減額の適用除外） 

第 12 条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、特に定めるものの

ほか、賃金の減額は行わない。 

（１） 就業規則に定める年次有給休暇および特別休暇の場合 

（２） 欠勤することにつき法人がやむを得ない事情によるものと認めた場合 

（休職者の賃金） 

第 13条 職員が休職を命ぜられたときは、賃金を支給しない。ただし、休職の事情 

    を勘案して、賃金の全額またはその一部を支給することがある。 

（退職、解雇に伴う賃金の支払い） 

第 14 条 法人は、職員が退職しまたは解雇されたときは、当該職員または遺族等の

請求があった日からその月内に本人の権利に属する賃金を支払う。 
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第２章  賃  金 

 

第１節  基 本 給 

 

（基 本 給） 

第 15条 基本給は、正規の就業時間における基本となる賃金である。 

２. 基本給は、本給と加給にわける。 

（本 給） 

第 16 条 本給は、職員の年齢、経験、勤務成績および勤務条件によりに応じて月額

で定める。 

（等 級） 

第 17条 等級は、職員に割り当てられる職務の質に基づいて定める。 

（加 給） 

第 18 条 加給は、法人の営業成績ならびに一般賃金水準の動向に応じてその都度定

める。 

   ２. 加給の額は、本給に対し一定の比率もしくは一律定額またはそれらの併用

によって定める。 

   ３. 加給の額が、本給の概ね 30～50％に達したときは、その全部または一部を

本給に繰入れて、本給表を改定する。 

（昇格および昇給時期） 

第 19条 昇給は、毎年４月期に、本給の 1％増の割合で行う。   

２. 昇給期日現在において、同日前１年間の勤務期間が１２ヶ月に満たない者 

 の昇給については、当該職員の勤務期間を考慮して、前項に定める号数の範

囲内において、その都度決定する。 

（特別昇給） 

第 20条 勤務成績が特に優秀であると認めた者については、前条の規定にかかわら   

    ず特別昇給させることができる。 
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第２節  手  当 

 

（時間外勤務手当） 

第 21条 時間外勤務手当は、正規の就業時間を超えて勤務することを命ぜられ、 そ 

の勤務に服した職員に支給する。 

２. 時間外勤務手当の額は、その勤務１時間につき、勤務１時間当たりの算定 

 基礎額に 100分の 125を乗じて得た額とする。 

（休日勤務手当） 

第 22 条 休日勤務手当は、休日に勤務することを命ぜられ、その勤務に服した職員

に支給する。 

（深夜勤務手当） 

第 23 条 深夜勤務手当は、午後１０時から午前５時までの間に勤務した職員に支給

する。 

   ２. 深夜勤務手当の額は、その勤務１時間につき、勤務１時間当たりの算定基

礎額に 100分の 150を乗じて得た額とする。 

（特技手当） 

第 24 条 特技手当は、公の免許認定資格もしくはこれに準ずると認められる能力を

もって、関係業務に従事する者で、市場賃率との関係から特に必要と認めた

者に支給する。 

２. 特技手当の種類および支給額は別に定める。 

（調整手当） 

第 25 条 調整手当は、賃金制度の改訂その他の理由により、従来の給与との関連か

ら法人が特に必要と認めた場合に支給する。 

   ２. 調整手当の支給に関する事項は、必要に応じ検討の上、法人がその都度決

定する。 
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第３章  賞  与 

 

（賞 与） 

第 26 条 賞与は法人の営業成績に応じ、職員の勤務状況に基づいて毎年夏期および

年末に支給する。 

   ２. 賞与支給に当たっての職員の勤務状況を算定する期間は、次のとおりとす

る。 

      夏 期   １月１日から ６月３１日まで 

      年 末    ７月１日から１２月３１日まで 

   ３. 賞与は、賞与算定期末日現在において、勤続６ヶ月以上で支給日現在に在 

籍する職員に支給する。賞与算定期末日現在において、勤続６ヶ月に満たな 

い職員の賞与の支給については、その都度定める。 

 

 

第４章  退 職 金 

 

（退 職 金） 

第 27条 職員が退職したときは、退職金を支給する。 

２. 退職金の額は、ソニー生命変額保険有期型オプション Aで算出された額と

する。 

３. 退職金は、勤続６ヵ月後から適用することとする。 

（退職金の支給制限） 

第 28 条 前条の規定にかかわらず、職員が懲戒解雇されまたは自己の都合などによ

って退職するときの退職金の額は、それぞれ次の各号の定めるところによる。 

 （１）  懲戒解雇等不都合な行為によって解雇されまたは退職するときは退職金を

支給しない。 

 （２） 勤続６ヵ月未満の者については、退職金は支給しない。 

   ２. 前項に規定する法人もしくはこれに準ずると認められる退職とは、次に掲

げる事由によって退職する場合をいう。 
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 （１） 定 年（25年以上勤務） 

 （２） 業務上の死亡または疾患 

 （３） 役員に就任 

 （４） 事業の縮小その他やむを得ない業務の都合による解雇 

 （５） 心身の障害等により勤務にたえられないという理由による解雇 

（退職金の支給方法・時期） 

第 29 条 退職金は、退職者に直接支給する。ただし、死亡退職の場合は遺族に支給

する。 

   ２. 前項の遺族の範囲および順位は、労働基準法施行規則第 42 条ないし第 45

条の規定を準用する。 

   ３. 退職金は、原則として退職しまたは解雇された日から２ヶ月以内に支給す

る。ただし、法人の経理運用状況により、６ヶ月の期間内に分割支給するこ

とができる。 

（勤続年数の計算） 

第 30 条 退職金の算定基礎となる勤続年数の計算は、職員となった日から退職しま

たは解雇された日までとする。 

   ２. 前項の勤続年数の期間のうち、私傷病休職および自己都合休職の期間があ

るときは、その全期間を控除する。また就学期間（看護、経理、業務その他

職務に必要な学習を就業時間内に行う期間）はその２分の１を控除する。た

だし、病院が特に認めた場合は、この限りでない。 

（功 労 金） 

第 31 条 職員が退職するにあたり、その在職中の功績が特に顕著であると認められ

る場合には、別に功労金を支給する。 

   ２. 功労金の額はその都度定める。 

 

 

付    則 

 

 この規程は、令和 ３年 10月 1日から施行する。 
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別表１ 

等 級 説 明 書 

 

等 級 定    義 代表職位 

Ⅰ 

 業務に関する基礎的な知識・技能に基づいて細部的な指示

または定められた手続きに従って、日常の定型的な繰返し的

な仕事や補助的見習的な仕事または特別の熟練を必要とし

ない単純軽易な作業を行う職位 

初級係員 

Ⅱ 
 業務に関する普通程度の知識と経験に基づいて、具体的な

指示を受けながら日常の事務もしくは営業サービス業務ま

たは技能的な作業や技術的な補助業務を行う職位 

中級係員 

Ⅲ 

(イ)業務に関する比較的高度の知識と経験に基づいて、業務

処理の方針ならびに手続きの要点については指示を受ける

が、通常は自己の創意と判断に基づいて、企画・調整・対

人折衝などもしくは比較的複雑な日常の事務または専門的

技術的な業務や熟練を要する技能的作業を行う職位 

(ロ)定型的繰返し的もしくは技能的作業を遂行する部門の指

導者として技術的管理的な調整を行いながら、上級監督者

を補佐する職位 

上級職員 

Ⅳ 

(イ)一般管理的な監督の下に、課またはこれに相当する組織

の長として所管業務を担当し、政策的事項については指示

を受けるが、日常業務については自主的に自己の判断に基

づいて部下を指導監督しながらその実施運営にあたり、事

務的技術的な面において実質上の責任を有する職位 

(ロ)事業管理者として、単独または下級者を指導しながら極

めて複雑困難かつ高度の専門技術的事項について、企画調

査・研究開発などを行う職位 

事業管理者 

Ⅴ 

(イ)法人運営の基本的方針に基づいて、部もしくはこれに相

当する包括的な独立分野の業務運営を担当する職位 

(ロ)経営的技術的なスタッフとして、直接経営幹部を補佐し、

法人運営の基本的方針の策定に参画する職位 

センター長 
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別表 2 

 

第 24条関係（特技手当） 

  （１） 精神保健福祉士・社会福祉士            10,000 円／月 

  （２） 看護師                        10,000 円／月 

  （３） 相談支援専門員                   5,000 円／月 

  （４） サービス管理責任者                 5,000 円／月  


